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○福岡市建築物における駐車施設の附置等に関する条例 

昭和47年４月１日 

条例第55号 

改正 昭和51年４月１日条例第33号 

昭和62年３月９日条例第32号 

平成２年３月29日条例第24号 

平成８年12月19日条例第51号 

平成10年12月28日条例第51号 

平成28年12月26日条例第64号 

令和８年３月30日条例第32号 

(趣旨) 

第１条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)第

20条から第20条の３までの規定に基づき、建築物に駐車施設を附置すべき地

区、駐車施設を附置すべき建築物の規模等について定めるものとする。 

(地区の指定) 

第２条 法第20条第２項の規定に基づき、駐車場整備地区又は商業地域若しく

は近隣商業地域(以下「駐車場整備地区等」という。)の周辺の都市計画区域

内の地域内で条例で定める地区は、駐車場整備地区等に接続する500メートル

以内の区域で市長が指定する区域(以下「周辺地区」という。)とする。 

２ 法第20条第２項の規定に基づき、周辺地域及び駐車場整備地区等以外の都

市計画区域内の地域であつて自動車交通の状況が周辺地域に準ずる地域内又

は自動車交通がふくそうすることが予想される地域内で条例で定める地区は、

幅員15メートル以上の道路の境界線から当該道路の両側へそれぞれ100メー

トル以内の区域で、市長が指定する区域(以下「自動車ふくそう地区」という。)

とする。 

３ 市長は、前２項の規定に基づき周辺地区又は自動車ふくそう地区を指定す

る場合には、その旨を告示しなければならない。 
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(駐車施設の附置) 

第３条 次の表の(あ)欄に掲げる地区又は地域内において、(い)欄に掲げる用

途に供する建築物であつて(う)欄に掲げる規模のものを新築しようとする者

は、(え)欄により算定した台数以上の自動車(道路交通法(昭和35年法律第105

号)第３条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付き

のものを除く。以下「自動二輪車」という。)を除く。以下同じ。)を収容す

ることができる駐車施設を建築物又は建築物の敷地内に設けなければならな

い。ただし、義務教育諸学校その他規則で定めるものの用に供する建築物で、

市長が特に認めるものについては、この限りでない。 

(あ) (い) (う) (え) 

地区又は

地域 

建築物の用途 建築物の規模 駐車施設の規模 

駐車場整

備地区等 

建築物の全部又

は一部を特定用

途(法第20条第１

項に規定する特

定用途をいう。以

下同じ。)(共同住

宅を除く。)に供

するもの 

特定用途に供する部分

(以下「特定部分」とい

う。)(共同住宅の用途

に供する部分を除く。)

の延べ面積(駐車施設

の用途に供する部分の

床面積の合計を除き、

観覧場にあつては屋外

観覧席の部分の面積を

含む。以下同じ。)と共

同住宅の用途及び特定

用途以外の用途(以下

「非特定用途」とい

う。)に供する部分の延

べ面積に４分の３を乗

延べ面積が1,500平方メ

ートルを超える部分の面

積に対してA平方メート

ルまでごとに１台 
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じて得た面積との合計

の面積が1,500平方メ

ートルを超えるもの 

建築物の全部を

共同住宅の用途

及び非特定用途

に供するもの 

延べ面積が2,000平方

メートルを超えるもの 

延べ面積が2,000平方メ

ートルを超える部分の面

積に対して450平方メー

トルまでごとに１台 

周辺地区

又は自動

車ふくそ

う地区 

建築物の全部又

は一部を特定用

途(共同住宅を除

く。)に供するも

の 

特定部分(共同住宅の

用途に供する部分を除

く。)の延べ面積が

2,000平方メートルを

超えるもの 

特定部分(共同住宅の用

途に供する部分を除く。)

の延べ面積が2,000平方

メートルを超える部分の

面積に対して300平方メ

ートルまでごとに１台 

備考 (え)欄に規定するAは、次の式により算定して得た数値とする。 

A＝300＋                ×150 

２ 前項の表の(あ)欄に掲げる地区又は地域内において、(う)欄に掲げる規模

の建築物又は増築をし、若しくは特定部分（共同住宅の用途に供する部分を

除く。）の延べ面積の増加を伴う建築物の部分の用途の変更(以下「用途変更」

という。)のための建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号に規定する

大規模の修繕若しくは同条第15号に規定する大規模の模様替(以下「大規模の

修繕等」という。)をすることにより当該規模となる建築物について、増築又

は特定部分（共同住宅の用途に供する部分を除く。）の延べ面積の増加を伴

う用途変更のための大規模の修繕等をしようとする者は、第1号に掲げる台数

から第2号に掲げる台数を減じて得た台数以上の自動車を収容することがで

きる駐車施設を当該増築又は大規模の修繕等をした後の建築物又は建築物の

敷地内に設けなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定

を準用する。 

共同住宅の用途及び非特定用途に供する部分の延べ面積 
延べ面積 
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(1) 増築又は大規模の修繕等をした後の建築物を新築したものとみなして

前項の規定を適用した場合に設けなければならないこととなる駐車施設に

収容すべき自動車の台数 

(2) 増築若しくは大規模の修繕等をする前の建築物を新築したものとみな

して前項の規定を適用した場合に設けなければならないこととなる駐車施

設に収容すべき自動車の台数又は増築若しくは大規模の修繕等をする前の

建築物についてこの条例の規定により設けなければならなかつた駐車施設

に収容すべき自動車の台数のいずれか多い台数 

(昭和51条例33・昭和62条例32・平成２条例24・平成８条例51・平成28

条例64・令和８条例32・一部改正) 

第３条の２ 次の表の(あ)欄に掲げる地区又は地域内において、(い)欄に掲げ

る用途に供する建築物であつて(う)欄に掲げる規模のものを新築しようとす

る者は、(え)欄により算定した台数を合計した台数以上の自動二輪車を収容

することができる駐車施設を建築物又は建築物の敷地内に設けなければなら

ない。ただし、規則で定めるものの用に供する建築物で、市長が特に認める

ものについては、この限りでない。 

(あ) (い) (う) (え) 

地区又は地域 建築物の用途 建築物の規模 駐車施設の規模 

商業地域、近隣商業

地域 

建築物の全部又は

一部を特定用途(共

同住宅を除く。)に

供するもの 

百貨店その他の店

舗の用途に供する

部分の延べ面積が

3,000平方メートル

を超えるもの 

延べ面積に対して

3,000平方メートル

までごとに１台 

特定部分(百貨店そ

の他の店舗及び共

同住宅の用途に供

する部分を除く。)

延べ面積に対して

5,000平方メートル

までごとに１台 



5/15 

の延べ面積が5,000

平方メートルを超

えるもの 

２ 前項の表の(あ)欄に掲げる地区又は地域内において、(う)欄に掲げる規模

の建築物又は増築をし、若しくは特定部分(共同住宅の用途に供する部分を除

く。)の延べ面積の増加を伴う用途変更のための大規模の修繕等をすることに

より当該規模となる建築物について、増築又は特定部分(共同住宅の用途に供

する部分を除く。)の延べ面積の増加を伴う用途変更のための大規模の修繕等

をしようとする者は、第１号に掲げる台数から第２号に掲げる台数を減じて

得た台数以上の自動二輪車を収容することができる駐車施設を当該増築又は

大規模の修繕等をした後の建築物又は建築物の敷地内に設けなければならな

い。 

(1) 増築又は大規模の修繕等をした後の建築物を新築したものとみなして

前項の規定を適用した場合に設けなければならないこととなる駐車施設に

収容すべき自動二輪車の台数 

(2) 増築若しくは大規模の修繕等をする前の建築物を新築したものとみな

して前項の規定を適用した場合に設けなければならないこととなる駐車施

設に収容すべき自動二輪車の台数又は増築若しくは大規模の修繕等をする

前の建築物についてこの条例の規定により設けなければならなかつた駐車

施設に収容すべき自動二輪車の台数のいずれか多い台数 

(平成28条例64・追加・令和８条例32・一部改正) 

(荷さばきのための駐車施設の附置) 

第４条 商業地域内において、次の表の(あ)欄に掲げる用途に供する建築物で

あつて(い)欄に掲げる規模のものを新築しようとする者は、(う)欄により算

定した台数以上の自動車を収容することができる荷さばきのための駐車施設

を建築物又は建築物の敷地内に設けなければならない。 

(あ) (い) (う) 
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建築物の用途 建築物の規模 駐車施設の規模 

建築物の全部又は一

部を特定用途(共同住

宅を除く。)に供する

もの 

特定部分(共同住宅の用途

に供する部分を除く。)の

延べ面積が2,000平方メー

トルを超えるもの 

特定部分(共同住宅の用途に

供する部分を除く。)の延べ

面積に対して6,000平方メー

トルまでごとに１台 

２ 商業地域内において、前項の表の(い)欄に掲げる規模の建築物又は増築を

し、若しくは特定部分（共同住宅の用途に供する部分を除く。）の延べ面積

の増加を伴う用途変更のための大規模の修繕等をすることにより当該規模と

なる建築物について、増築又は特定部分（共同住宅の用途に供する部分を除

く。）の延べ面積の増加を伴う用途変更のための大規模の修繕等をしようと

する者は、第1号に掲げる台数から第2号に掲げる台数を減じて得た台数以上

の自動車を収容することができる荷さばきのための駐車施設を当該増築又は

大規模の修繕等をした後の建築物又は建築物の敷地内に設けなければならな

い。 

(1) 増築又は大規模の修繕等をした後の建築物を新築したものとみなして

前項の規定を適用した場合に設けなければならないこととなる荷さばきの

ための駐車施設に収容すべき自動車の台数 

(2) 増築若しくは大規模の修繕等をする前の建築物を新築したものとみな

して前項の規定を適用した場合に設けなければならないこととなる荷さば

きのための駐車施設に収容すべき自動車の台数又は増築若しくは大規模の

修繕等をする前の建築物についてこの条例の規定により設けなければなら

なかつた荷さばきのための駐車施設に収容すべき自動車の台数のいずれか

多い台数 

３ 商業地域内において、共同住宅の用途に供する部分の延べ面積が2,000平方

メートルを超え、かつ、共同住宅の戸数が50戸を超える建築物を新築しよう

とする者は、共同住宅の戸数に対して100戸までごとに１台以上の自動車を収

容することができる荷さばきのための駐車施設を建築物又は建築物の敷地内
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に設けるよう努めなければならない。 

(平成８条例51・全改、平成28条例64・令和８条例32・一部改正) 

(自動車の台数に関する取扱い) 

第５条 前条第１項若しくは第２項の規定により設けなければならない荷さば

きのための駐車施設に収容すべき自動車の台数又は同条第３項の規定により

設けるよう努めなければならない荷さばきのための駐車施設に収容すべき自

動車の台数は、第３条の規定により設けなければならない駐車施設に収容す

べき自動車の台数に含めることができる。 

(平成８条例51・全改・令和８条例32・全改) 

(自動二輪車の台数に関する取扱い) 

第５条の２ 第３条の２の規定により設けなければならない駐車施設に収容す

べき自動二輪車の台数を超える台数の自動二輪車を収容することができる駐

車施設を設ける場合には、当該を超える台数を５で除した台数(当該台数に１

未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てて得た台数)は、第３条の規定

により設けなければならない駐車施設に収容すべき自動車の台数に含めるこ

とができる。 

(平成28条例64・追加・令和８条例32・一部改正) 

(建築物が地区又は地域の内外にわたる場合) 

第６条 建築物の敷地が駐車場整備地区等、周辺地区及び自動車ふくそう地区

又はこれら以外の地域の２以上の地区又は地域にわたるときは、当該敷地の

うち最も大きな面積を占める部分が属する地区又は地域に当該建築物がある

ものとみなして第３条から第４条までの規定を適用する。 

(平成２条例24・平成８条例51・平成28条例64・一部改正) 

(駐車施設の規模及び構造) 

第７条 第３条の規定により設けなければならない駐車施設のうち駐車の用に

供する部分の規模は、駐車台数１台につき、幅2.3メートル以上、奥行５メー

トル以上であり、自動車を安全に駐車させ、かつ、円滑に出入りさせること



8/15 

ができるものでなければならない。 

２ 第３条の規定により駐車施設を設けなければならない建築物のうち規則で

定めるものについては、当該建築物の駐車施設に収容すべき自動車の台数の

うち次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める台数以上の台数に係る駐

車の用に供する部分を車椅子利用者のための駐車の用に供する部分とするも

のとし、その幅は、前項の規定にかかわらず、駐車台数１台につき、3.5メー

トル以上としなければならない。 

(1) 当該建築物を新築しようとする場合であつて、 当該建築物の駐車施設

に収容すべき自動車の台数が200台以下のとき 当該収容すべき自動車の

台数に100分の２を乗じて得た台数(当該台数に１未満の端数があるときは、

当該端数を切り上げて得た台数) 

(2) 当該建築物を新築しようとする場合であつて、 当該建築物の駐車施設

に収容すべき自動車の台数が200台を超えるとき 当該収容すべき自動車

の台数に100分の１を乗じて得た台数(当該台数に１未満の端数があるとき

は、当該端数を切り上げて得た台数)に２を加えた台数 

３ 第３条の２の規定により設けなければならない駐車施設のうち駐車の用に

供する部分の規模は、駐車台数１台につき、幅１メートル以上、奥行2.3メー

トル以上であり、自動二輪車を安全に駐車させ、かつ、円滑に出入りさせる

ことができるものでなければならない。 

４ 第４条第１項若しくは第２項の規定により設けなければならない荷さばき

のための駐車施設又は同条第３項の規定により設けるよう努めなければなら

ない荷さばきのための駐車施設のうち駐車の用に供する部分の規模は、駐車

台数１台につき、幅３メートル以上、奥行7.7メートル以上、有効高さ３メー

トル以上であり、自動車を安全に駐車させ、かつ、円滑に出入りさせること

ができるものでなければならない。ただし、当該建築物の構造又は敷地の状

態から市長がやむを得ないと認める場合においては、この限りでない。 

５ 前各項に規定する駐車施設の構造その他の技術的基準は、規則で定める。 
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６ 第１項、第２項、第４項及び第５項の規定は、特殊な装置を用いる駐車施

設で、市長が前項に規定する駐車施設の規模、構造、設備等と同等以上の効

果があると認めた場合においては適用しない。 

(昭和51条例33・平成８条例51・平成10条例51・平成28条例64・令和８

条例32・一部改正) 

(駐車施設の附置場所等の特例) 

第８条 第３条及び第３条の２の規定により設けなければならない駐車施設に

ついて、市長が当該建築物の構造又は敷地の位置により当該建築物又は当該

建築物の敷地内に設けることが著しく困難又は不適当と認めて承認した場合

は、これらの規定にかかわらず、当該建築物の敷地からおおむね300メートル

以内の場所又は交通混雑の緩和その他円滑な交通の確保に資するとして市長

が別に定める場所(いずれも交通混雑が著しい地域として規則で定める地域

(以下「指定地域」という。)を除く。)に当該駐車施設を設けることができる。 

２ 共同で荷さばきを行うための駐車施設を計画的に整備し、及び活用するこ

とその他の代替措置が第４条第１項若しくは第２項の規定により設けなけれ

ばならない荷さばきのための駐車施設又は同条第３項の規定により設けるよ

う努めなければならない荷さばきのための駐車施設の整備と同等以上の効果

があると市長が認めて承認した場合は、同条の規定にかかわらず、当該駐車

施設を設けず、若しくは当該駐車施設に収容すべき自動車の台数を減じ、又

は建築物及び建築物の敷地外に当該駐車施設若しくは収容すべき自動車の台

数を減じた当該駐車施設を設けることができる。 

３ 前２項の規定による承認を受けようとする者は、規則で定めるところによ

り市長に申請しなければならない。 

４ 第１項及び第２項の規定により設けられた駐車施設の所有者又は管理者は、

規則で定めるところにより、当該駐車施設に係る維持管理の実施状況につい

て、市長に報告しなければならない。 

(平成８条例51・平成28条例64・令和８条例32・一部改正) 
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第８条の２ 第３条及び第３条の２の規定により駐車施設を設けなければなら

ない建築物が指定地域内にあるときは、第３条、第３条の２及び前条の規定

にかかわらず、当該建築物の敷地からおおむね500メートル以内の場所又は交

通混雑の緩和その他円滑な交通の確保に資するとして市長が別に定める場所

(いずれも指定地域を除く。)に当該駐車施設を設けることができる。 

２ 第３条及び第３条の２の規定により駐車施設を設けなければならない建築

物が指定地域から200メートル以内の場所(指定地域を除く。)にあるときは、

第３条、第３条の２及び前条の規定にかかわらず、当該建築物の敷地からお

おむね300メートルに200メートルから当該建築物の敷地から指定地域までの

距離を減じて得た距離を加えた距離以内の場所又は交通混雑の緩和その他円

滑な交通の確保に資するとして市長が別に定める場所(いずれも指定地域を

除く。)に当該駐車施設を設けることができる。 

３ 第１項の場合において、指定地域内に当該駐車施設を設けることが周辺の

道路の安全及び円滑な交通の確保に資すると認められるときは、同項の規定

にかかわらず、指定地域内に当該駐車施設を設けることができる。 

４ 第１項及び第２項の規定により駐車施設を設けようとする者は、駐車施設

の位置、規模及び構造について、あらかじめ市長に申請してその承認を受け

なければならない。 

５ 第１項から第３項までの規定により設けられた駐車施設の所有者又は管理

者は、規則で定めるところにより、当該駐車施設に係る維持管理の実施状況

について、市長に報告しなければならない。 

(平成28条例64・追加) 

(公共交通利用促進措置による駐車施設の規模の特例) 

第８条の３ 第３条の規定により駐車施設を設け、又は設けようとする当該駐

車施設の所有者又は管理者が、建築物の利用者に対して公共交通機関の利用

促進に資する措置(以下「公共交通利用促進措置」という。)を講じた場合で

あつて、当該駐車施設の周辺の道路の安全及び円滑な交通に支障を生じさせ
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るおそれがないと市長が認めたときは、規則で定めるところにより、当該駐

車施設に収容すべき自動車の台数を減じることができる。 

２ 前項の規定により駐車施設に収容すべき自動車の台数を減じようとする当

該駐車施設の所有者又は管理者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、

公共交通利用促進措置に関する計画(以下この項において「公共交通利用促進

計画」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。承認を

受けた公共交通利用促進計画を変更しようとするときも、また同様とする。 

３ 前項の承認を受けて設けられた駐車施設の所有者又は管理者が、公共交通

利用促進措置の全部又は一部を廃止しようとするときは、あらかじめ、その

旨を市長に届け出なければならない。 

４ 第２項の承認を受けて設けられた駐車施設の所有者又は管理者は、規則で

定めるところにより、公共交通利用促進措置の実施状況について、市長に報

告しなければならない。 

５ 市長は、第２項の承認を受けて設けられた駐車施設の所有者又は管理者が、

次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。 

(1) 公共交通利用促進措置の全部又は一部を講じないとき。 

(2) 第２項後段の規定に違反したとき。 

(3) 前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 

６ 第３項の規定により廃止の届出をし、又は前項の規定により承認を取り消

された駐車施設の所有者又は管理者は、第３条の規定に適合するように駐車

施設を設けなければならない。 

(平成28条例64・追加) 

(適用の除外) 

第９条 建築基準法第85条に規定する仮設建築物を新築し、増築し、又は用途

変更をしようとする者に対しては、この条例の規定は適用しない。 

２ この条例の施行後新たに駐車場整備地区等、周辺地区又は自動車ふくそう

地区に指定された地域内において、当該地区又は地域に指定された日から起
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算して６月以内に建築物の新築、増築又は用途変更の工事に着手した者につ

いては、第３条から第４条までの規定にかかわらず、当該地区又は地域の指

定前の例による。 

(平成８条例51・平成28条例64・一部改正) 

(駐車施設の管理) 

第10条 第３条から第４条まで及び第８条から第８条の３までの規定により設

けられた駐車施設の所有者又は管理者は、当該駐車施設をその設置の目的に

適合するように維持し、管理しなければならない。 

(平成８条例51・平成28条例64・一部改正) 

(既存建築物における駐車施設の台数等) 

第10条の２ 第３条から第４条まで又は第８条から第８条の３までの規定によ

り設けられた駐車施設の所有者又は管理者は、次の各号のいずれかに該当す

る場合は、当該駐車施設に収容すべき自動車又は自動二輪車の台数について、

必要とされる台数を確保した上で、当該駐車施設に収容すべき自動車又は自

動二輪車の台数を減じ、又は当該駐車施設の全部若しくは一部の位置を変更

することができる。 

(1) 駐車施設の利用状況に応じて、設けた駐車施設と異なる規模の駐車施設

(自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する

法律(昭和55年法律第87号)第２条第２号に規定する自転車等の駐車のため

の施設を含む。)を設けるために、市長が定める範囲で、駐車施設に収容す

べき自動車又は自動二輪車の台数を減じる場合。 

(2) 前号に定めるもののほか、市長が当該駐車施設に収容すべき自動車又は

自動二輪車の台数を減じ、又は当該駐車施設の全部若しくは一部の位置を

変更することに支障がないと認める場合。 

２ 前項の適用を受ける場合は、あらかじめ規則で定めるところにより市長に

届け出なければならない。 

３ 第１項の適用を受けた駐車施設については、前条の規定を準用する。 
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(令和８条例32・追加) 

(立入検査) 

第11条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、建築物若しく

は駐車施設の所有者若しくは管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又

は部下の職員をして建築物若しくは駐車施設に立ち入り、検査をさせること

ができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、

関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 

(措置命令) 

第12条 市長は、第３条から第４条（第３項を除く。）まで、第７条、第８条

から第８条の３まで及び第10条の規定に違反した者に対して、相当の期間を

定めて、駐車施設の附置、原状回復、使用禁止、使用制限その他当該違反を

是正するために必要な措置を命じることができる。 

(平成８条例51・平成28条例64・令和８条例32・一部改正) 

(罰則) 

第13条 前条の規定に基づく市長の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に

処する。 

２ 第11条第１項の規定に基づく報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚

偽の報告若しくは資料の提出をし、又は職員の立入検査を拒み、妨げ、若し

くは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。 

(平成８条例51・一部改正) 

(両罰規定) 

第14条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、

その法人又は人の業務又は財産に関して前条の違反行為をしたときは、行為

者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。 

(平成８条例51・一部改正) 

(委任) 
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第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

(施行期日) 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（適応区分） 

２ この条例による改正後の福岡市建築物における駐車施設の附置等に関する

条例（以下「改正後の条例」という。）第５条の２並びに第７条第２項第１

号及び第２号の規定は、この条例の施行の日から起算して６月を経過した日

以後に新築、増築又は特定部分（改正後の条例第３条第１項の表駐車場整備

地区等の部建築物の全部又は一部を特定用途（法第20条第１項に規定する特

定用途をいう。以下同じ。）（共同住宅を除く。）に供するものの項に規定

する特定部分をいう。以下同じ。）（共同住宅の用途に供する部分を除く。）

延べ面積の増加を伴う用途変更（改正後の条例第３条第２項に規定する用途

変更をいう。以下同じ。）のための大規模の修繕等（同項に規定する大規模

の修繕等をいう。以下同じ。）の工事に着手した建築物について適用し、同

日前に新築、増築又は特定部分の延べ面積の増加に伴う用途変更のための大

規模の修繕等の工事に着手した建築物については、なお従前の例による。 

附 則(昭和51年４月１日条例第33号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和62年３月９日条例第32号) 

この条例は、昭和62年４月１日から施行する。 

附 則(平成２年３月29日条例第24号) 

この条例は、平成２年４月１日から施行する。 

附 則(平成８年12月19日条例第51号) 

この条例は、平成９年７月１日から施行する。 

附 則(平成10年12月28日条例第51号) 

この条例は、平成11年４月１日から施行する。 
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附 則(平成28年12月26日条例第64号) 

この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則(令和８年３月30日条例第32号) 

この条例は、平成８年４月１日から施行する。 

 


